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当社は、本日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額を改定することを決議し、本

件に関する議案（以下「本議案」といいます。）を 2026 年 6 月 19 日開催予定の第 19 回定時

株主総会に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

なお、本議案の内容については、議長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で

構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会にて相当であると判断しております。 

 

当社の取締役の報酬限度額は、2008 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会において、年

額 300 百万円以内（うち社外取締役分は 60 百万円以内。また、取締役の報酬等の額には使用

人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とご承認いただいております。また、2020 年 7

月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」と

いいます。）（注）に基づき、取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）

に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を、当該報酬枠の枠内で、年額 60 百万

円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とすること、及び本制度に基づき

対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は年 26 万株以内とすることについ

てもご承認いただいております。 

以来、当社の取締役の報酬等につきましては、この報酬枠を上限として運用してまいりま

したが、当社を取り巻く事業環境の急速な変化に伴い、取締役に求められる責務は一層高度

化・多様化しております。 

このような状況を踏まえ、職責に見合う適正な報酬水準を維持し、優秀な人財を確保する

ため、取締役の報酬等の額を、年額 500 百万円以内（うち社外取締役分は 100 百万円以内。

また、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）に改定い

たします。さらに、企業価値の持続的な向上への意識付けを強化する観点から、本制度に基

づき、対象取締役に対して譲渡制限株式の付与のために支給する報酬を、当該報酬枠の枠内

で、年額 100 百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）に改定いたしま

す。 

なお、本制度に基づき発行又は処分を受ける当社普通株式を年 26 万株以内とすること及び

その他の事項について変更はありません。 

 

（注）本制度の概要につきましては、2020 年 6月 25日付の「譲渡制限付株式報酬制度の導入に

関するお知らせ」をご参照ください。また、当社は、当社の執行役員及び理事についても、本制度

と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 

以上 

取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための報酬額を含む）改定

に関するお知らせ 
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＜お問い合わせ先＞ 

スカパーＪＳＡＴ株式会社 広報 IR 部 

TEL：03-5571-1515（IR担当） E-mail:ir@skyperfectjsat.co.jp 

03-5571-7600（広報担当） E-mail:pr@sptvjsat.com 

＜公式ホームページ・SNS アカウント＞ 

HP：https://www.skyperfectjsat.space/  

X(旧 Twitter)：https://x.com/sptvjsat_pr 


